
市嘱託職員（保育士）の募集
問合先：総務課

職員担当

募
集
人
員

　

保
育
士　

１
名

応
募
資
格

　

日
本
国
籍
を
有
し
、
次
の
条
件

を
す
べ
て
満
た
す
方

①
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方

②�

普
通
自
動
車
免
許
を
有
し
、
日

常
的
に
運
転
し
て
い
る
方

③�

パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
文
書
作
成
が

可
能
な
方

④�

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格

条
項（
右
頁
参
照
）に
該
当
し
な

い
方

勤
務
場
所　

市
立
宝
保
育
所

勤
務
時
間

　

９
時
か
ら
17
時
15
分
を
基
本
と

す
る
が
、
早
番
・
遅
番
の
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
有

※
交
代
制
で
土
曜
日
の
勤
務
有

業
務
内
容　

０
歳
児
か
ら
就
学
前

ま
で
の
乳
幼
児
保
育

雇
用
期
間　

８
月
１
日（
水
）か
ら

平
成
31
年
３
月
31
日（
日
）

申
込　
　

７
月
20
日（
金
）ま
で
に

『
履
歴
書（
写
真
添
付
）』、『
資
格

証
明
書
の
写
し
』、『
職
務
経
歴

書
』、『
納
税
状
況
調
査
に
関
す
る

同
意
書
』を
総
務
課
職
員
担
当
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
履
歴
書
な
ど
の
様
式
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

選
考
方
法

　

一
次
選
考（
書
類
）と
二
次
選
考

（
面
接
）を
実
施
し
ま
す
。

　

二
次
選
考
は
、
一
次
選
考
を
通

過
さ
れ
た
方
の
み
実
施
し
ま
す
。

報
　
酬

　

月
額
１
６
４
、２
０
０
円

そ
の
他

　

通
勤
に
伴
う
費
用
は
、
通
勤
距

離
２
㎞
以
上
の
場
合
は
規
程
に
基

づ
き
支
給
し
ま
す
。
社
会
保
険
な

ど
、
健
康
保
険
法
、
厚
生
年
金
保

険
法
及
び
雇
用
保
険
法
の
各
要
件

に
該
当
す
る
場
合
は
加
入
し
ま

す
。
そ
の
他
、
年
次
有
給
休
暇
が

あ
り
ま
す
。

救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト
と
は
？

　

専
用
の
容
器
に
、
か
か
り
つ
け

の
病
院
や
服
薬
内
容
な
ど
の
医
療

情
報
、
緊
急
時
の
連
絡
先
な
ど
を

記
入
し
た『
救
急
情
報
』を
入
れ
、

こ
れ
を
冷
蔵
庫
に
保
管
す
る
こ
と

に
よ
り
、
救
急
時
に
か
け
つ
け
た

救
急
隊
員
な
ど
が
、
そ
の
情
報
を

活
用
し
迅
速
な
救
命
活
動
な
ど
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

配
付
す
る
救
急
医
療
情
報
キ
ッ
ト

の
内
容

　

①
容
器

　

②
救
急
情
報
用
紙

　

③
玄
関
用
シ
ー
ル

　

④
冷
蔵
庫
用
マ
グ
ネ
ッ
ト

対
象
世
帯

　

本
市
に
住
所
を
お
く
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
の
い
る
世

帯①�

65
歳
以
上
の
高
齢
者（
平
成
30

年
４
月
１
日
現
在
）

②�

身
体
障
が
い
者
手
帳
１
級
、
２

級
、
３
級
を
所
持
す
る
方

③�

療
育
手
帳
Ａ
、
精
神
障
が
い
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
、
２
級
を

所
持
す
る
方

申
込
先

　

福
祉
課（
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都

留�

１
階
）に
備
え
て
あ
る
、
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
内
容
を
確

認
後
、
無
料
で
配
付
さ
れ
ま
す
。

※
代
理
人
の
方
が
申
請
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。

「救急医療情報キット」をご活用ください！
　　　　　問合先：福祉課 地域福祉担当

☎（46）5112

職員採用試験のお知らせ【行政職・消防職・看護保健職】
問合先：総務課

職員担当

試
験
職
種
及
び

　
平
成
31
年
度
採
用
予
定
人
員

行
政
職（
上
級
）　　
　
　
　

３
名
程
度

行
政
職（
上
級
）〈
社
会
人
枠
〉　

若
干
名

行
政
職（
上
級
）〈
建
築
〉　　
　
　

１
名

行
政
職（
上
級
・
初
級
）〈
土
木
〉　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
名
程
度

行
政
職（
上
級
）〈
社
会
福
祉
士
〉　

１
名

消
防
職（
上
級
・
初
級
）〈
消
防
士
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
名
程
度

看
護
・
保
健
職（
上
級
）〈
保
健
師
〉１
名

受
験
資
格

　

地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条
項

（
※
下
記
参
照
）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
、
ま
た
は
日
本
国
籍
を
有
し
な
い

者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

【
行
政
職（
上
級
）】

・�

平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学
を
卒
業（
平
成
31
年
３
月
卒
業
見

込
み
を
含
む
）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
社
会
人
枠
〉】

・ 

昭
和
54
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
３
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
大

学
を
卒
業
以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同

等
以
上
の
資
格
を
有
し
、
直
近
の
７

年
間
で
５
年
以
上
、
正
規
雇
用
職
員

と
し
て
他
の
公
官
庁
も
し
く
は
民
間

企
業
等
に
勤
務
し
た
経
験
の
あ
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
建
築
〉】

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

・�

昭
和
54
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
７
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条

（
欠
格
条
項
）

１　

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

２　

�

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
者

３　

�

当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
懲

戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処

分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

４　

�

人
事
委
員
会
又
は
公
平
委
員
会
の

委
員
の
職
に
あ
つ
て
、
地
方
公
務

員
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
刑
に

処
せ
ら
れ
た
者

５　

�

日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お

い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下

に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊

す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の

他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ

に
加
入
し
た
者�

大
学
を
卒
業
以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と

同
等
以
上
で
、
一
級
建
築
士
の
資
格

を
有
す
る
者

・��

平
成
元
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学（
建
築
に
関
す
る
課
程
）を
卒
業

（
平
成
31
年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含

む
）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
資
格
を
有
す
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
土
木
〉】

・�

昭
和
54
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学（
土
木
に
関
す
る
課
程
）を
卒
業

（
平
成
31
年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含

む
）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上

の
資
格
を
有
す
る
者

【
行
政
職（
初
級
）〈
土
木
〉】

・�

平
成
６
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

高
等
学
校
を
卒
業（
平
成
31
年
３
月
卒

業
見
込
み
を
含
む
）以
上
、
ま
た
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

【
行
政
職（
上
級
）〈
社
会
福
祉
士
〉】

・�

昭
和
54
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学
を
卒
業（
平
成
31
年
３
月
卒
業
見

込
み
を
含
む
）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
資
格
を
有
し
、
社
会
福

祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者（
平
成
31
年

３
月
資
格
取
得
見
込
み
を
含
む
）

【
消
防
職（
上
級
）〈
消
防
士
〉】 

・�

平
成
３
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

大
学
を
卒
業（
平
成
31
年
３
月
卒
業
見

込
み
を
含
む
）以
上
、
ま
た
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

・�

普
通
自
動
車
運
転
免
許（
平
成
31
年

３
月
ま
で
の
取
得
見
込
み
を
含
み
、

AT
限
定
免
許
を
除
く
）を
有
す
る
者

・�

採
用
時
以
後
、
勤
務
地（
都
留
市
ま
た

は
南
都
留
郡
道
志
村
）に
居
住
で
き
る
者

※
救
急
救
命
士
資
格
を
有
す
る
者

は
、
一
次
試
験（
教
養
試
験
）を
免
除

し
ま
す
。

【
消
防
職（
初
級
）〈
消
防
士
〉】�

・�

平
成
６
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

高
等
学
校
を
卒
業（
平
成
31
年
３
月
卒

業
見
込
み
を
含
む
）以
上
、
ま
た
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
者

・�

普
通
自
動
車
運
転
免
許（
平
成
31
年

３
月
ま
で
の
取
得
見
込
み
を
含
み
、

AT
限
定
免
許
を
除
く
）を
有
す
る
者

・�

採
用
時
以
後
、
勤
務
地（
都
留
市
ま
た

は
南
都
留
郡
道
志
村
）に
居
住
で
き
る
者

消
防
職
受
験
資
格　

男　

性　

身
長
お
お
む
ね
１
６
０
㎝
以
上

　
　
　
　

体
重
お
お
む
ね
50
㎏
以
上

　
　
　
　

視
力
等
正
常
な
者

女　

性　

身
長
お
お
む
ね
１
５
５
㎝
以
上

　
　
　
　

体
重
お
お
む
ね
45
㎏
以
上

　
　
　
　

視
力
等
正
常
な
者

【
看
護
保
健
職（
上
級
）〈
保
健
師
〉】

・�

昭
和
54
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、

保
健
師
の
免
許
を
有
す
る
者（
平
成
31

年
３
月
ま
で
に
免
許
取
得
見
込
み
を

含
む
）

受
験
手
続
及
び
受
付
期
間

　

受
験
申
込
書
を
８
月
１
日（
水
）か
ら

８
月
15
日（
水
）ま
で
に
総
務
部�

総
務
課

職
員
担
当
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
受
験
案
内
は
、
７
月
２
日（
月
）か
ら

総
務
課
に
て
配
布
し
ま
す
。）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
付
期
間

は
、
８
月
１
日（
水
）～
８
月
８
日（
水
）

ま
で
で
す
。

　

申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
職
員
採
用
試
験
案
内
及
び
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
し
ま
す
。

試
験
日

　

第
１
次
試
験（
筆
記
試
験
）

　
　

９
月
16
日（
日
）

　
第
２
次
試
験（
作
文
・
集
団
討
論
・

面
接
な
ど
）

（
第
１
次
試
験
合
格
者
の
み
）10
月
下
旬

　

第
３
次
試
験（
面
接
）　

11
月
上
旬

合
格
発
表　

11
月
下
旬

健康ジムを利用しましょう！
問合先：都留市健康ジム☎（45）4111

生涯学習課 スポーツ振興担当
　

都
留
市
健
康
ジ
ム
で
は
ス
タ
ジ
オ

に
て
、
は
じ
め
て
の
方
で
も
安
心
し

て
、
楽
し
み
な
が
ら
健
康
づ
く
り
が

で
き
る
よ
う
、
目
的
に
合
わ
せ
た『
健

康
プ
ロ
グ
ラ
ム
』な
ど
の
各
種
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
実
施
し
ま
す
。
な
お
、
ス

タ
ジ
オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
別
途
、

利
用
料
金
が
発
生
い
た
し
ま
す
。

キ
ッ
ズ
・
ジ
ュ
ニ
ア
走
り
方
教
室

　

早
く
走
る
練
習
方
法
や
コ
ツ
を
ア
ド

バ
イ
ス
し
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
の
運

動
能
力
Ｕ
Ｐ
へ
繋
げ
る
場
と
し
ま
す
。

開
催
日　

７
月
15
日（
日
）

①
幼
児
ク
ラ
ス　

10
時
～
11
時

②
小
学
生
ク
ラ
ス　

11
時
～
12
時

対
象
者　

幼
児
・
小
学
生

参
加
費　

1
回
４
０
０
円

定
　
員　

各
10
名

キ
ッ
ズ
・
ジ
ュ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
塾

　

子
ど
も
が
苦
手
と
す
る『
走
り
方
』

『
鉄
棒
』『
マ
ッ
ト
運
動
』『
跳
び
箱
』の
４

種
目
の
苦
手
克
服
を
図
る
集
中
教
室
。

開
催
日　

７
月
29
日（
日
）

①
幼
児
ク
ラ
ス　

第
一
部
10
時
～
11
時

　
　
　
　
　
　

第
二
部
13
時
～
14
時

②
小
学
生
ク
ラ
ス
第
一
部
11
時
～
12
時

　
　
　
　
　
　

第
二
部
14
時
～
15
時

対
象
者　

幼
児
・
小
学
生

参
加
費　

1
回
４
０
０
円

定
　
員　

各
10
名

※
参
加
者
及
び
見
学
の
保
護
者
は
必

ず
内
履
き
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
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軽減
割合

均等割額にかかる軽減の基準 軽減額
軽減後
均等割額

9割
軽減

8.5割軽減に該当する場合で、その世帯の被保険者
全員が年金収入80万円以下（その他の所得がない）の世帯

36,441円 4,049円

8.5割
軽減

総所得金額等の合計額が基礎控除額33万円以下の世帯 34,416円 6,074円

5割
軽減

総所得金額等の合計額が基礎控除額33万円＋（27.5万
円×被保険者数）以下の世帯

20,245円 20,245円

2割
軽減

総所得金額等の合計額が基礎控除額33万円＋（50万円
×被保険者数）以下の世帯

8,098円 32,392円

納
付
方
法
に
つ
い
て
　

◆
特
別
徴
収

　

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
方
に
は
、

７
月
中
旬
に
保
険
料
決
定
通
知
書
及

び
納
入
通
知
書
が
送
付
さ
れ
、
10
、

12
月
、
翌
年
２
月
に
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
４
、６
、８
月
の
仮
徴
収
に

つ
い
て
は
、
保
険
料
決
定
前
で
あ
る

た
め
、
前
年
度
の
２
月
徴
収
額
と
同

額
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　

す
で
に
仮
徴
収
さ
れ
て
い
る
方

は
、
本
算
定
さ
れ
た
年
額
か
ら
４
、

６
、８
月
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
金

額
を
控
除
し
た
差
額
が
10
、
12
月
、

翌
年
２
月
の
３
回
に
分
け
て
天
引
き

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
昨
年
８
・
５
割
軽
減
や
所
得

割
２
割
軽
減
等
に
該
当
、
あ
る
い
は

年
度
の
中
途
で
保
険
料
の
変
更
な
ど

が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
特
別
徴
収

か
ら
普
通
徴
収
に
納
付
方
法
が
変
更

と
な
っ
た
方
で
、
本
年
10
月
よ
り
再

度
特
別
徴
収
と
な
ら
れ
る
方
に
つ
い

て
は
、
７
、８
、９
月
を
普
通
徴
収
、

10
月
以
降
は
特
別
徴
収
に
よ
る
年
６

回
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
普
通
徴
収

　

普
通
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ

く
方（
納
入
通
知
書
等
に
よ
り
直
接

金
融
機
関
な
ど
で
納
め
る
方
、
あ
る

い
は
口
座
振
替
を
申
請
さ
れ
た
方
）

保
険
料
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
軽
減
に
つ
い
て
は
次
の
と
お

り
で
す
。

◆
均
等
割
軽
減

　
（
均
等
割
額
４
０
、４
９
０
円
）

　

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
お
よ
び

世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額

に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
か
ら
、
均
等
割
５
割

軽
減
と
２
割
軽
減
の
条
件
が
緩
和
さ

れ
ま
し
た
。

◆
所
得
割
軽
減
の
廃
止

　

制
度
の
見
直
し
に
よ
り
平
成
30
年

度
か
ら
所
得
割
額
軽
減
制
度
は
廃
止

さ
れ
ま
す
。

◆
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
者
に
対
す
る
５
割
軽
減

　

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
方
は
、
均
等
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
、

所
得
割
額
は
課
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
平
成
29
年
度
は
特
例
的
に
７
割
軽

減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
30
年

度
は
５
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
世
帯
の
所
得
が
低
い
方
は
均
等

割
の
軽
減（
９
割
、
８
・
５
割
軽
減
）

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

に
は
、
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定

通
知
書
及
び
納
入
通
知
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
納
期
は
年
８
回（
７
月
か

ら
翌
年
２
月
ま
で
の
毎
月
）で
す
。

　

口
座
振
替
の
方
に
つ
い
て
は
毎
月

末
日（
土
、
日
、
祝
日
の
場
合
は
翌

営
業
日
）に
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ

れ
ま
す
。
期
日
を
ご
確
認
の
う
え
、

納
め
忘
れ
や
残
高
不
足
の
な
い
よ
う

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
が

な
い
場
合
に
は
、
翌
月
20
日
頃
に
督

促
状
が
お
手
元
に
届
き
、
督
促
料
や

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

※公的年金を受給されている方は、判定時に 15万円が控除されます。

介護保険地域密着型サービス事業者の募集について
問合先：長寿介護課

介護保険担当　☎（46）5118
　

第
７
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基

づ
き
、
平
成
30
年
度
中
に
開
設
す
る

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
募

集
し
ま
す
。

募
集
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業

及
び
募
集
数

　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

　
　

１
カ
所（
登
録
定
員
29
人
以
下
）

主
な
応
募
要
件

①�

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
え
る

法
人
格
を
取
得（
取
得
見
込
み
を
含

む
。）し
て
い
る
こ
と
。

②�

自
ら
が
施
設
整
備
を
行
い
、
そ
の
運

営
を
行
う
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

③�

平
成
31
年
３
月
ま
で
に
施
設
整
備
を

完
了
し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
開
始
で

き
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

公
募
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

７
月
２
日（
月
）�募
集
要
項
の
配
布
開

始
、
質
問
の
受
付
開
始

　

７
月
20
日（
金
）質
問
の
受
付
締
切

　

７
月
23
日（
月
）応
募
受
付
開
始

　

７
月
下
旬　

�

質
問
の
回
答

　

８
月
17
日（
金
）応
募
受
付
締
切

　

８
月
下
旬　
　

�

書
類
審
査
及
び
面
接

審
査
実
施

　

８
月
下
旬　
　

事
業
候
補
者
決
定

※
応
募
希
望
事
業
者
の
方
へ『
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
募
集
要
項
』を

お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
先　

応
募
要
項
の
配
布
並
び
に
応

募
書
類
等
の
受
付
は
上
記
担
当
ま
で
お

願
い
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
に
つ
い
て

　

有
効
期
限
が
平
成
31
年
７
月
31
日
の

新
し
い
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
さ
く
ら
色
）が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

被
保
険
者
の
お
手
元
に
は
7
月
中
旬

～
下
旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送
さ
れ
ま

す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
お
手
元
に

届
い
た
日
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
ま
で
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
方
に
つ
き
ま

し
て
は
、
有
効
期
限
が
短
く
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

後期高齢者医療被保険者証について
　　　　　問合先：市民課

保険年金担当

自己負担
割合

所得区分 対象要件

３割
現役並み
所得者※

住民税課税所得が 145万円以上の被保険者及び同じ
世帯の被保険者
※収入金額が一定基準以下である場合には、申請に
より１割負担となります。

１割

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の方

低所得者Ⅱ 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者

低所得者Ⅰ
世帯員全員が住民税非課税で、各収入等から必要経
費・控除を差し引いた所得が 0円となる被保険者

※現役並み所得者の負担区分判定基準
次のいずれかに該当する場合は、申請により「一
般（１割）」の区分になります。
・��世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が１人
で、収入が 383万円未満
・�世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が１人
で、収入は 383万円以上あるが、同じ世帯に
70歳～ 74歳の方がいて、その方との収入の
合計額が 520万円未満
・�世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が２人
以上で、収入の合計金額が 520万円未満

■自己負担割合について

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
つ
い
て

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
８
月
１

日
か
ら
新
し
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
色

は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
が
、
有
効
期
限
が

平
成
31
年
７
月
31
日
ま
で
の
も
の
と
な

り
ま
す
。

　

現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
今
年

度
も
適
用
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、

引
き
続
き
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。
７

月
中
旬
～
下
旬
に
被
保
険
者
証
と
は
別

の
封
筒
で
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
新
し

い
認
定
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
世
帯

平
成
30
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
７
月
に
平
成
30
年
度
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
が
決
定
さ
れ
ま

す
。
平
成
29
年
中
の
年
金
や
給
与
・
農

業
・
不
動
産
と
い
っ
た
収
入
に
基
づ
い

て
算
定
さ
れ
、
平
成
30
年
４
月
か
ら
翌

年
3
月
ま
で
の
１
年
間
分
を
そ
れ
ぞ
れ

の
納
付
方
法
に
応
じ
た
納
期
回
数
で
除

し
た
金
額
を
各
期
に
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

今
年
度
の
７
月
算
定
時
に
賦
課
対
象

と
な
る
被
保
険
者
の
方
は
、
平
成
30
年

７
月
１
日
ま
で
に
資
格
を
取
得
さ
れ
て

い
る
方
で
す
。
７
月
以
降
に
資
格
を
取

得
し
た
被
保
険
者
の
方
へ
は
、
取
得
月

の
翌
月
に
通
知
書
等
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は

２
年
ご
と
に
保
険
料
率
を
見
直
す
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
た
び
平
成
30
・

31
年
度
の
保
険
料
率
は
据
え
置
く
こ
と

に
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

平成30・31年度の保険料率

均等割額　40,490円

所得割率　　7.86％

保険料賦課限度額　62万円

◆保険料の算出方法
　山梨県後期高齢者医療広域連合が定めた保
険料率をもとに、被保険者全員に個人単位で
納めていただきます。保険料は、被保険者が
等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得
に応じて決まる「所得割額」の合計となります。
どんなに所得が高い方でも保険料は年62万円
が上限額となります。

　

現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
は
、
８

月
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
古
い
被
保

険
者
証
に
つ
い
て
は
個
人
情
報
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
裁
断
す
る
な
ど

し
て
廃
棄
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

に
所
得
の
申
告
が
お
済
み
で
な
い
方
が

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
平
成
30
年
８
月
か
ら
、
高
額
療
養
費

の
上
限
額
が
変
わ
る
予
定
で
す
。
詳
細

に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
被
保
険
者
の
方
へ
お

知
ら
せ
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
ち

ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保険料
賦課限度額 62 万円

均等割額
40,490 円

所得割額
（所得－33 万円）×7.86％

＝ ＋

　

保
険
料
賦
課
限
度
額
に
つ
い
て
は
、

平
成
29
年
度
ま
で
は
57
万
円
で
し
た

が
、
国
の
基
準
の
変
更
に
伴
い
平
成
30

年
度
か
ら
62
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
が
増
大
し
て
い
く
な
か
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
を
維
持
し
て
い
く

た
め
に
は
、
皆
さ
ま
か
ら
納
め
て
い
た

だ
く
保
険
料
が
大
切
な
財
源
と
な
り
ま

す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

Ｈ3 0 . 7 . 11 1 Ｈ 3 0 . 7 . 1 1 0



　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
受

け
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
医
療

費
の
窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額

（
※
詳
細
は
70
歳
未
満
適
用
区
分
表
）

ま
で
の
支
払
い
で
済
み
、
一
時
的
な

費
用
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

認
定
証
の
交
付
申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
、
印
鑑

※
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
は
該
当
の
保
険
者
へ
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
に
滞
納
が
あ
る
方

は
限
度
額
適
用
認
定
証
の
発
行
が
原
則

で
き
ま
せ
ん
。

　

す
で
に
限
度
額
適
用
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
７
月
上
旬
に
更
新
の
案
内

を
通
知
し
ま
す
。
更
新
を
希
望
さ
れ
る

方
は
申
請
書
、
減
額
対
象
者
の
保
険
証
、

印
鑑
を
お
持
ち
に
な
り
、
市
民
課
保
険

年
金
担
当
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
は
申
請
月
の
１

日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。（
更

新
の
方
は
７
月
中
の
申
請
で
も
８
月
か

ら
使
用
で
き
る
証
を
交
付
し
ま
す
）

◆
自
己
負
担
額
の
計
算
条
件
◆

①
暦
月（
１
日
～
末
日
）ご
と
の
計
算

②�

同
じ
医
療
機
関
で
も
外
来
と
入
院
、

医
科
と
歯
科
は
別
計
算

③�

２
つ
以
上
の
医
療
機
関
に
か
か
っ
た

場
合
は
別
計
算

④�

入
院
時
の
食
事
代
や
保
険
外
診
療
な

ど
に
つ
い
て
は
対
象
外

限度額適用認定証をご存じですか？
　　　　　問合先：市民課

保険年金担当

区
分

所得要件
自己負担限度額

3回目まで 4回目以降※1

ア
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
901万円を越える世帯の方

252,600円＋ (総医療費－842,000円 ) ×1％ 140,100円

イ
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
600万円超～ 901万円以下の世帯の方

167,400円＋ (総医療費－558,000円 ) ×1％ 93,000円

ウ
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円超～ 600万円以下の世帯の方

80,100円＋ (総医療費－267,000円 ) ×1％ 44,400円

エ
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯の方

57,600円 44,400円

オ 住民税非課税世帯の方 35,400円 24,600円

■70歳未満　適用区分表

※１�　過去12カ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。

◆
70
歳
以
上
の
方

　

医
療
費（
高
額
療
養
費
）の
自
己
負
担

限
度
額
は
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
適
用

区
分
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
。
平
成
30

年
８
月
か
ら
、
70
歳
以
上
の
現
役
並
み

所
得
者
と
一
般
世
帯
の
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己

負
担
限
度
額
が
変
更
と
な
る
予
定
で
す
。

70
歳
以
上
の
非
課
税
世
帯
、
70
歳
未
満

の
方
の
自
己
負
担
限
度
額
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
ま
ま
据
え
置
き
で
す
。

※１　過去12カ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が 4回以上あった場合の 4回目以降の
　　　限度額です。
※２　�8月診療分から翌年7月診療分の 1年間の自己負担額の累計額に対して適用されます。

■70歳以上　適用区分表（平成30年8月診療分から）

区分 所得要件
自己負担限度額

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並みⅢ
年収約1160万円～

課税所得690万円以上

　252,600円 +( 総医療費 -842,000円 ) ×1％

　【多数該当】140,100円※1

現役並みⅡ
年収約770万～約1160万円

課税所得380万円以上

　167,400円 +( 総医療費 -558,000円 ) ×1％

　【多数該当】93,000円※1

現役並みⅠ
年収約370万～約770万円

課税所得145万円以上

　80,100円 +( 総医療費 -267,000円 ) ×1％

　【多数該当】44,400円※1

一般世帯
現役並み所得者、低所得Ⅱ、

低所得Ⅰ以外の方

　18,000円

　【年間上限額】

　　　144,000円※2

　57,600円

　【多数該当】

　　　44,400円※1

非
課
税
世
帯

低所得Ⅱ
同一世帯の世帯主及び国保被

保険者が住民税非課税の方

　8,000円

　24,600円

低所得Ⅰ

同一世帯の世帯主及び国保

被保険者が住民税非課税で

所得の合計額が 0円の方

　15,000円

平成30年度国民健康保険税の改正について

問合先：届出関係 市民課 保険年金担当
課税関係 税務課　 市民税担当
納税関係 税務課　 収納対策室

軽減対象
世帯

変更前 変更後

７割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の
合計額が、基準額33万円を超えない世帯

変更なし

５割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の
合計額が、基準額33万円＋27万円×（被保険者数＋特定
同一世帯所属者数※）を超えない世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の
合計額が、基準額33万円＋27.5万円×（被保険者数＋特
定同一世帯所属者数※）を超えない世帯

２割
軽減世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の
合計額が、基準額33万円＋49万円×（被保険者数＋特定
同一世帯所属者数※）を超えない世帯

世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の所得金額の
合計額が、基準額33万円＋50万円×（被保険者数＋特定
同一世帯所属者数※）を超えない世帯

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は
世

帯
主
で
す
！

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
主
に
課

税
さ
れ
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者
に
な

り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
世
帯
主
が
社
会

保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
な
ど
に

加
入
し
て
い
る
場
合
で
も
、
他
の
世
帯

員（
家
族
）が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
れ
ば
、
世
帯
主
あ
て
に
納
税
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

所
得
の
申
告
は
忘
れ
ず
に
！

　

国
民
健
康
保
険
税
の
決
定
や
軽
減
判

定
、
ま
た
入
院
時
の
食
事
代
、
高
額
療

養
費
の
算
定
な
ど
に
は
世
帯
の
所
得
情

報
が
必
要
で
す
。
収
入
が
な
い
場
合
な

ど
で
も
忘
れ
ず
所
得
の
申
告
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※特定同一世帯所属者：�国民健康保険被保険者が 75歳到達により国保資格を喪失した者で、資格を喪失した日の前日以後
　　　　　　　　　　　継続して同一の世帯に属するものをいう。

低所得者の保険税軽減措置の拡充

　

こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
制
度
は
、

市
町
村
が
個
別
に
運
営
し
て
き
ま
し
た

が
、
加
入
者
の
年
齢
構
成
が
高
く
医
療

費
水
準
が
高
い
、
財
政
運
営
が
不
安
定

な
小
規
模
保
険
者
が
多
い
な
ど
の
構
造

的
な
課
題
を
抱
え
て
き
ま
し
た
。
平
成

30
年
度
か
ら
の
国
保
制
度
改
革
に
よ

り
、
国
保
制
度
は
県
単
位
の
運
営
と
な

り
、
ま
た
公
費
に
よ
る
国
保
へ
の
財
政

支
援
が
拡
充
さ
れ
、
国
保
の
財
政
基
盤

の
改
善
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
本
市
で
は
、
被
保
険
者
の

負
担
軽
減
と
税
率
の
適
正
化
の
た
め
国

保
税
率
の
改
定
を
行
い
、
平
成
30
年
度

の
保
険
税
率
を
表
１
の
と
お
り
引
き
下

げ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
保
険
税
負
担

は
、
表
２
の
よ
う
に
前
年
度
よ
り
減
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
都
留
市
国
保
の
一
人
あ
た

り
医
療
費
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
今

後
も
こ
の
傾
向
が
続
け
ば
保
険
税
の
見

直
し
を
行
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
市
で
は
、
特
定
健
診
・
が
ん
検
診

な
ど
の
保
健
事
業
や
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
の
使
用
促
進
な
ど
、
医
療
費
の

適
正
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進

し
、
ま
た
、
保
険
税
の
収
納
率
向
上
を

図
り
、
引
き
続
き
安
定
し
た
国
民
健
康

保
険
事
業
の
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

医療給付分
（0歳～ 74歳）

後期高齢者支援金等分
（0歳～ 74歳）

介護納付金分
（40歳～ 64歳） 合計

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
所得割

（課税標準額※×率） 7.68％ 6.58％ 2.45％ 2.40％ 2.06％ 1.96％ 12.19％ 10.94％

均等割
（被保険者1人当たり） 27,500円 24,500円 8,500円 8,700円 10,300円 10,300円 46,300円 43,500円

平等割
（1世帯当たり） 24,400円 19,900円 7,500円 7,000円 6,000円 6,000円 37,900円 32,900円

賦課限度額 54万円 58万円 19万円 19万円 16万円 16万円 89万円 93万円

※課税標準額：前年度の合計所得金額－33万円（基礎控除額）
※平等割額について、特定同一世帯所属者がいる世帯は減額される場合があります。

税率改正前 税率改正後 差額

40代の夫婦と子
ども 2人の 4人
世帯≪合計所得
2,340,000円と
して試算≫

約448,000円 約406,000円 ▲42,000円

60代の夫婦2
人世帯（軽減適
用）≪合計所得
1,125,000円と
して試算≫

約201,000円 約183,000円 ▲18,000円

モデル世帯による国保年税額の比較（表２）

税率改正後の国民健康保険税（表１）

　

現
役
並
み
Ⅰ
、
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
、

住
民
税
非
課
税
世
帯（
低
所
得
Ⅰ
、
Ⅱ
）

に
該
当
す
る
方
は
、
申
請
に
よ
り
限
度

額
適
用
認
定
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
区

分
が
一
般
、
現
役
並
み
Ⅲ
の
方
は
、
高

齢
受
給
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払
い
と
な
る
た

め
、
限
度
額
適
用
認
定
証
は
不
要
で
す
。

※
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
方
も
左
表
と
同
じ
負
担
区
分
へ
変
更

と
な
り
ま
す
。
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施
設
利
用
者
負
担
額
軽
減
制
度

　

所
得
の
低
い
方
は
、
介
護
保
険
４
施

設（
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人

保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、

介
護
医
療
院
施
設
）や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
を
利
用
す
る
際
に
食
費
・
部
屋
代
が

負
担
軽
減
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
利
用
者

負
担
段
階
は
、
利
用
者
の
所
得
の
状
況

等
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

注
）　
左
の
表
は
負
担
段
階
を
判
断
す

る
も
の
で
す
。
対
象
と
な
る
条
件
は
別

に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

介護保険における各種負担額軽減制度のお知らせ！
　　　　　問合先：長寿介護課

介護保険担当

負担段階 負担段階判定基準 負担上限の例

第１段階
・生活保護受給者の方
・�老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

多床室　��0円
食費　　300円

第２段階
・�世帯※1全員が住民税非課税であって、課税年金
収入額と合計所得金額※2と非課税年金収入額の
合計が 80万円以下の方

多床室　370円
食費　　390円

第３段階
・�世帯全員が住民税非課税であって、課税年金収
入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計
が 80万円を超える方

多床室　370円
食費　　650円

第４段階・上記に該当しない方 各施設が定める額

※1　「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※2　�「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除

した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。なお平
成30年8月以降は、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特
別控除額を控除した額」を負担段階判定に用います。

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額

助
成
・
負
担
額
軽
減
制
度

　

生
計
が
困
難
と
判
定
さ
れ
る
方
が
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
、

介
護
サ
ー
ビ
ス（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
含
む
）区
分
に
応
じ
て
利
用
者
負
担

等
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

各
利
用
者
負
担
額
軽
減
制
度
の
利
用

に
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

担
当
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

介
護
保
険
制
度
改
正
に
よ
り
平
成

30
年
8
月
か
ら
利
用
者
負
担
割
合

が
一
部
変
更
と
な
り
ま
す
！

平
成
30
年
度
介
護
保
険
制
度
改
正
に
よ

り
、
世
代
間
・
世
代
内
の
公
平
性
及
び

制
度
の
持
続
の
可
能
性
を
高
め
る
観
点

か
ら
、
平
成
30
年
８
月
利
用
の
サ
ー
ビ

ス
分
よ
り
、
２
割
負
担
者
の
う
ち
特
に

所
得
の
高
い
層
の
負
担
割
合
が
３
割
と

な
り
ま
す
。

所得要件 利用者負担割合

合計所得金額※1が 160万円未満の方 １割

65歳以上で
合計所得金額が
160万円以上の方

同一世帯※2の第１号被保険者の年金収
入とその他の合計所得金額※3の合計が
１人世帯：280万円未満
２人以上世帯：346万円未満

１割

上記以外の方 ２割

65歳以上で
合計所得金額が
220万円以上の方

同一世帯※2の第１号被保険者の年金収
入とその他の合計所得金額※3の合計が
1人世帯：340万円未満
2人以上世帯：463万円未満

２割

上記以外の方 ３割

※1　�「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控
除や給与所得控除、必要経費を控除した後
で、基礎控除や人的控除等の控除をする前
の所得金額をいいます。なお、平成30年8月
以降は、「合計所得金額から長期譲渡所得及
び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除し
た額」を負担段階判定に用います。

※2　�「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指し
ます。

※3　�「その他の合計所得金額」とは、合計所得金
額から、年金の雑所得を除いた所得金額を
いいます。

負
担
割
合
証
を
お
送
り
し
ま
す
！

　

要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い

る
す
べ
て
の
方
に
交
付
さ
れ
て
い
る
負

担
割
合
証
は
、
平
成
30
年
７
月
31
日
で

有
効
期
限
が
終
了
し
ま
す
の
で
、
有
効

期
間
が
平
成
30
年
８
月
１
日
～
平
成
31

年
７
月
31
日
ま
で
の
新
し
い
負
担
割
合

証
を
７
月
末
ま
で
に
交
付
し
ま
す
。
な

お
、
送
付
先
は
、
基
本
的
に
介
護
保
険

被
保
険
者
証
に
記
載
さ
れ
た
住
所
宛
と

な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
現
在
お
使
い
の
負
担
割
合
証

は
、
８
月
以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
古

い
負
担
割
合
証
に
つ
い
て
は
個
人
情
報

の
記
載
が
あ
り
ま
す
の
で
、
返
却
し
て

い
た
だ
く
か
、
裁
断
す
る
な
ど
し
て
破

棄
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

該当要件（下表の１～６のすべてに該当されている方が対象）

１ 世帯※1全員が市民税非課税

２ 単身世帯で収入金額※2の合計が150万円以下（世帯員1人増える毎に+50万円）

３ 預貯金等の額が単身世帯で 350万円（世帯員1人増える毎に +100万円）以下

４ 自己居住用住居などの日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない

５ 負担能力ある親族等に扶養されていない

６ 介護保険料を滞納していない

※1　「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
※2　「収入金額」には遺族年金や障害年金など、税法上非課税であるものを含みます。
　　　また、親族からの仕送り等、税法上申告を要しない収入も含みます。

国民年金の保険料免除制度があります
　　　　　問合先：大月年金事務所　☎（22）5837

市民課 保険年金担当
　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全

額
ま
た
は
一
部
の
納
付
が
免
除
・
猶

予
さ
れ
る『
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
制
度
』が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
・
納
付
猶
予
制
度
を
利
用
す

る
に
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主

そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
度
所
得
が
一
定
額

以
下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま

す
。

　

保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
は

所
得
に
応
じ
４
段
階
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
免
除
・
猶
予
の
種
類
、
納
付
額
、

年
金
支
給
率
、
審
査
基
準
と
な
る
前

年
の
所
得
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に『
学
生
納
付
特

例
制
度
』な
ど
が
あ
り
ま
す
。

免除の種類
納付額

（H30保険料月額16,340円）
年金
支給率

免除審査の基準となる前年の所得の目安

全額免除もしくは
納付猶予

0円 1/2 （扶養親族等の数 +1）×35万円 +22万円

4分の 3免除 4,090円 5/8 78万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等

半額免除 8,170円 6/8 118万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等

4分の 1免除 12,260円 7/8 158万円 +扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等

◎�申請時点から２年１カ月前までの期間について、さかの
ぼって免除などを申請できます。
◎�10年以内であれば免除期間の保険料をさかのぼって追納
し、免除されたことで少なくなった、将来受け取る年金
額を増やすことができます。
◎�一部免除の期間中、必要な保険料を納めないと『未納』と
みなされ、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場
合に、年金を受け取ることができなくなったり、年金額
が減ったりする場合がありますのでご注意ください。

タニタ食堂でおなじみの「タニタ」があなたの健康を応援します！
申込・問合先：健康子育て課 

健康づくり担当　☎（46）5113
　

元
気
で
健
や
か
に
生
涯
を
過
ご
す

た
め
に
は
一
人
ひ
と
り
が
健
康
に
関

心
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
こ

で
本
市
は
、
健
康
診
断
の
結
果
か
ら

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
高
い
方
を

対
象
に
活
動
量
計（
歩
数
計
）
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
健
康
づ

く
り
事
業（
い
き
い
き
動
か
し
隊
）を

始
め
ま
す
。
健
康
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー

等
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
楽
し
み
な

が
ら
健
康
的
な
生
活
習
慣
を
実
践
で

き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
み
な
さ
ん
の
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

対
象
者　

市
内
に
住
民
登
録
の
あ
る

20
歳
以
上
74
歳
以
下
の
方
で
次
の
条

件
を
満
た
し
て
い
る
方

①�

健
康
診
断
を
受
診
し
、
生
活
習
慣

（H
bA1c

、
脂
質
、
血
圧
）
の
改

善
が
必
要
な
方

②�

医
師
よ
り
運
動
制
限
の
指
示
が
な

い
方

　

※�

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
使
用
の
方
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

③�

継
続
し
て
２
年
間
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

参
加
で
き
る
方（
２
０
２
０
年
３

月
ま
で
）

募
集
人
数　

50
人（
先
着
順
）

参
加
費　

年
間
１
、０
０
０
円

　
　
　
　

※
２
年
間
２
、０
０
０
円

内
　
容

①�

活
動
量
計
を
身
に
つ
け
て
い
た
だ

き
日
々
の
歩
数
等
を
計
測
し
ま

す
。

②�

日
々
の
デ
ー
タ
に
よ
り
一
人
ひ
と

り
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

③�

調
理
実
習
や
健
康
セ
ミ
ナ
ー
を
し

ま
す
。
１
カ
月
に
１
回
程
度
の
教

室
と
な
り
ま
す
。

④
参
加
者
に
は
健
康
ポ
イ
ン
ト
を
付

　

与
し
ま
す
。

初
回
説
明
会

　

事
業
内
容
や
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
な
ど
の
説
明
、
体
組
成
計
を
使
用

し
た
身
体
計
測
を
行
い
ま
す
。
ま
た

「
株
式
会
社
タ
ニ
タ
ヘ
ル
ス
リ
ン
ク
」

に
よ
る
健
康
メ
ニ
ュ
ー
の
調
理
実
習

も
行
い
ま
す
。

日
　
時　

７
月
22
日（
日
）

　

①
10
時
～
12
時　

②
13
時
～
15
時

実
施
場
所　

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

申
込
開
始
日　

７
月
５
日（
木
）か
ら

申
込
方
法　

お
電
話
で
上
記
担
当
ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
お
早
め
に
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

へ
の
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
で
初
回

説
明
会
へ
の
参
加
が
難
し
い
方
は
、

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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